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ノシャップ地区

除排雪に関する問い合わせ／
　国道について　稚内開発建設部稚内道路事務所　☎33‐ 5276
　道道について　宗谷総合振興局稚内建設管理部事業室事業課　☎26‐2521
　市道について　市土木課事業推進グループ　☎23‐ 6463
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５
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～
１７
時

雪
捨
て
場
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ご
案
内路上駐車は絶対にやめましょう！

冬期間は道路の幅員が狭くなるうえ、路上駐車
は除

● ● ● ● ● ● ● ●

排雪作業の支障となりますので絶対にやめ
ましょう。

自分の敷地内の雪を道路に出し、交通を妨害す
るのは法

● ● ● ●

律違反です。走行車両の支障となり大
変危険です。

　除雪を効率よく行うためには、皆さんの協力
がかかせません。また、除排雪の作業は重機を
使用するため、大変危険です。
　安全が確保できない場合は、除雪を中止する
場合があります。
　みんなでルールを守り、安全な冬の生活を送
りましょう。

みんなで守ろう冬のマナー！
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サラキトマナイ地区

除雪車には絶対に近づかないで！

除排雪作業中は大
● ● ● ●

変危険です。除雪車には絶対
に近づかないでください。

車道や歩道への雪だし禁止！


